
 

 

別表第２（第５条関係）【伝統的工芸品】 

製造物の種類 

申 請 要 件 

指定する原材料 指定する製造工程 申請基準 

伝 

統 

的 

工 

芸 
品 

紀州漆器 

昭和５３年通商産業

省告示第５１号によ

り告示された原材料 

昭和５３年通商産業

省告示第５１号によ

り告示された製造工

程 

製造事業者及び製造する地域は昭和５３年通商産

業省告示第５１号により告示されものに限る。 

紀州箪笥 

昭和６２年通商産業

省告示第１５６号に

て告示された原材料 

昭和６２年通商産業

省告示第１５６号に

て告示された製造工

程 

製造事業者及び製造する地域は昭和６２年通商産

業省告示第１５６号により告示されものに限る。 

紀州へら 

竿 

昭和６３年和歌山県

告示第１５８号にて

告示された原材料 

昭和６３年和歌山県

告示第１５８号にて

告示された製造工程 

製造事業者及び製造する地域は昭和６３年和歌山

県告示第１５８号にて告示されたものに限る。 

保田紙 

昭和６３年和歌山県

告示第１５９号にて

告示された原材料 

昭和６３年和歌山県

告示第１５９号にて

告示された製造工程 

製造事業者及び製造する地域は昭和６３年和歌山

県告示第１５９号にて告示されたものに限る。 

御坊人形 

昭和６３年和歌山県

告示第１６０号にて

告示された原材料 

昭和６３年和歌山県

告示第１６０号にて

告示された製造工程 

製造事業者及び製造する地域は昭和６３年和歌山

県告示第１６０号にて告示されたものに限る。 

皆地笠 

平成２年和歌山県告

示第４０６号にて告

示された原材料 

平成２年和歌山県告

示第４０６号にて告

示された製造工程 

製造事業者及び製造する地域は平成２年和歌山県

告示第４０６号にて告示されたものに限る。 

那智黒硯 

平成２年和歌山県告

示第４０７号にて告

示された原材料 

平成２年和歌山県告

示第４０７号にて告

示された製造工程 

製造事業者及び製造する地域は平成２年和歌山県

告示第４０７号にて告示されものに限る。 

野鍛冶刃 

物 

平成１４年和歌山県

告示第１０９６号に

て告示された原材料 

平成１４年和歌山県

告示第１０９６号に

て告示された製造工

程 

製造事業者及び製造する地域は平成１４年和歌山

県告示第１０９６号にて告示されたものに限る。 



 

 

紀州雛 

平成１６年和歌山県

告示第２２８号にて

告示された原材料 

平成１６年和歌山県

告示第２２８号にて

告示された製造工程 

製造事業者及び製造する地域は平成１６年和歌山

県告示第２２８号にて告示されたものに限る。 

棕櫚箒 

平成１６年和歌山県

告示第２２８号にて

告示された原材料 

平成１６年和歌山県

告示第２２８号にて

告示された製造工程 

製造事業者及び製造する地域は平成１６年和歌山

県告示第２２８号にて告示されものに限る。 

根来寺根 

来塗 

平成１９年和歌山県

告示第９５０号にて

告示された原材料 

平成１９年和歌山県

告示第９５０号にて

告示された製造工程 

製造事業者及び製造する地域は平成１９年和歌山

県告示第９５０号にて告示されものに限る。 

紀 州 高 野

組子細工 

平成 22 年和歌山県

告示第１０３６号に

て告示された原材料 

平成 22 年和歌山県

告示第１０３６号に

て告示された製造工

程 

製造事業者及び製造する地域は平成２２年和歌山

県告示第１０３６号にて告示されたものに限る。 

  

 


